
令和8年3月20日

①　目　    的 鈴鹿市サッカー協会４種委員会の主旨に賛同する少年サッカーの愛好者を一堂に会して、

相互の親睦・交歓とサッカーの技術向上を図るとともに、少年の健全育成に寄与する。　　　　

②　主      催 三重県サッカー協会

③　共　    催 鈴鹿市サッカー協会　・　鈴鹿市サッカー協会４種委員会

④　日　    程 第 １ 節 令和8年 4月5日 高岡G

第 ２ 節 4月19日

第 ３ 節 4月25日

第 ４ 節 5月31日

第 ５ 節 6月7日 高岡G

第 ６ 節 9月6日

第 ７ 節 9月19日

第 ８ 節 9月26日

第 ９ 節 10月4日

第 １ ０ 節 10月11日

三十三銀行杯順位決定戦 なし

　ﾘｰｸﾞ戦共通予備日 11月21日

⑤　会　    場 鈴鹿川高岡河川敷グラウンド、AGF、河川緑地

⑥　試合方法 （リーグ戦・順位決定・各大会枠）

１　基本方式
（１）本リーグは、参加19チームによる総当たりリーグ戦（全対戦方式）として実施する。
（２）リーグ戦は全10節とし、開催単位は「1日＝1節」とする。
（３）原則として、各チームは1日あたり2試合を消化する。
　　　ただし、対戦スケジュールの都合により、1日あたり1試合のみの消化となる場合がある。
（４）対戦スケジュールの調整上、全10節のうち9節（9日間）のみ参加し、18試合を消化するチーム
　　　（1節分が休みとなるチーム）が存在する。
（５）以上の理由により、各節において、1日1試合のみとなるチーム、または試合休みのチームが生じる場合がある。
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（リーグの最終順位で決定する）



２　年間順位の決定
（１）年間順位は、総当たりリーグ戦の結果（以下「リーグ順位」という）をもって最終順位とする（＊）。
　　　（＊総当たりリーグ戦の上位4チームによる順位決定戦は開催しない（2026/3/14の4種委員会で承認済））
（２）悪天候その他やむを得ない事由により総当たりリーグ戦が日程通りに消化できない場合、
　　　総当たりリーグ戦は11月21日の予備日までに消化するものとする。
（３）11月21日18時の時点において、総当たりリーグ戦全10節のうち未消化の節又は試合が存在する場合は、
　　　以降のリーグ戦開催可否に関わらず、同日時点のリーグ順位を各チームの確定リーグ順位とする。
　　　この「リーグ順位」をもって、後述の「三十三銀行杯 出場権」、鈴鹿選手権のシード権獲得チームを決定する。

３　全日本少年サッカー大会（鈴鹿代表）の決定
（１）全日本少年サッカー大会の鈴鹿代表は、原則として総当たりリーグ戦の順位第1位のチームとする。
（２）総当たりリーグ戦全10節のうち、未消化の節又は試合が存在する場合、以降のリーグ戦開催可否に関わらず、
　　　令和8年9月26日18時時点の「リーグ順位」第1位のチームを全日本少年サッカー大会の鈴鹿代表として確定する。
　　　（2026/2/21の4種委員会で承認済）

４　三十三銀行杯 出場権
（１）総当たりリーグ戦の確定した「リーグ順位」に基づき、第1位～3位までのチームに、三十三銀行杯の出場権を与える。
　　　（2026/3/14の4種委員会で承認済）

５　鈴鹿選手権 シード権
（１）総当たりリーグ戦の確定した「リーグ順位」に基づき、上位8チームに鈴鹿選手権のシード権を与える。
　　　（2026/3/14の4種委員会で承認済）
　　　（参加状況の変更があった場合でも、本規定におけるシード権付与数は原則として8チームとする。）

⑦　参加資格 鈴鹿市サッカー協会４種委員会に加盟するチームで、各チームより選抜されたチームとする。
選手については日々の活動を共にし、そのチームの専属選手であること。
KickOFF、JFAパスポートに登録済みの選手であること。
事前に選手エントリ－表を提出のこと。（試合毎にエントリ－表で選手確認－審判）

（エントリー表の変更は必ず試合前までにデータベースにて報告、承認のこと）

⑧　リーグ戦 リーグ運営担当チームで、各チームの日程を調整する。

リーグ申し込み順の逆から各チームを採番したAIでの組み合わせによる（2026/2/21の4種委員会で承認済）



⑨　競技規則 (1)　一般社団法人三重県サッカ－協会　４種委員会　『８人制サッカ－ル－ルと審判法』　に準ずる。

　 ★　その他についてはＬａｗｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｇａｍｅ　２０２５／２０２６　『サッカー競技規則』　を適用する。

　 　 ★　ゴールキーパーが自分のペナルティーエリア内で、ボールを放すまでに手や腕で8 秒を超えてコントロールした場合、

　　　　コーナーキックが与えられる。を適用する（『サッカー競技規則』　12条 3.コーナーキックより抜粋）

　 ★　８人制で行います。（審判は主審と補助審判員の２名で行う。）

　　　　試合開始時に８名揃っていること。不足した場合は不戦敗とする。

　　　※主審と補助審判員共に、審判服を着用し不測の事態に備える。

   ★ 主審は上位資格者が行う（３級以上が望ましい）

(2)　コートはBCｺｰﾄ( 68m X 50m)  Dｺｰﾄ(70m X 50m)で少年用ゴールを用いる。

　　　※上記寸法は高岡グラウンド使用時とする。(高岡以外開催時においてはこの限りではない)

(3)　試合時間　４０分（20-5-20)

(4)　試合形式は次の通りとする。

　　　　１．勝ち点（　勝ち３点　引分１点　負け０点） １．勝ち点

　　　　２．得失点差 ２．直接対戦成績

　　　　３．総得点 ３．得失点差

　　　　４．対戦成績 ４．総得点

　　　　５．ＰＫ戦 ５．ＰＫ戦

(5)　選手交代は、登録選手であれば、自由交代制を導入する。

(6)　ユニホームはFP２色およびGK２色の計４色を用意すること。

　　　ユニホームは左側のチームを正とする。

　　　ユニホームは登録されたユニホーム以外は使用禁止。ビブスの使用を認めない。

(7)　各チームは帯同審判を有資格者で１名若しくは2名派遣、正装で行うものとする。

　　　半袖の場合、同色のシャツおよびタイツの着用を認める。

(8) 　不戦敗の場合は0-8とする。

(9)   退場（警告１試合２枚）、及び警告が累積２枚になった場合は次の試合に出場できない。

　　　 警告の累積は順位決定戦に持ちこさない。

(10)  試合30分前に本部で選手チェックをうけること。※本選手チェックは各チーム初戦のみ実施する。

      例：第１節が初戦のチームは第１節のみ。第３節(２日目)が初戦のチームは第３節のみ。

　　　選手、エントリー表、KickOFF、JFAパスポートの登録状況の確認を行う。

(11)  エントリ－表の提出について、各試合開始時間前に必ず審判に提出すること。

　　　 エントリ－表は地域代表確認の押印がされたものを提出すること。

　　　 未提出等の場合，相手チ－ムに8得点(ﾌﾟﾚｲﾔ-8人*1点)を与え，該当チ－ムの負け試合とする。

　　　 (フレンドリ－マッチとして試合は行うこととする。)

(12)　ベンチ入り指導者の人数は2名以上とする。

⑩　表　　　彰 入賞チームには、次の記念品を授与する。

優 勝 ： 中日新聞社 優勝旗（レプリカ）

市４種委員会 トロフィー・賞状

準 優 勝 ： 中日新聞社 準優勝旗（レプリカ）

市４種委員会 トロフィー・賞状

第 三 位 ： 市４種委員会 トロフィー・賞状

第 四 位 ： 市４種委員会 トロフィー・賞状

フェア－プレ－賞(個人)： 市４種委員会 賞状

フェア－プレ－賞(個人)は年間を通し、グリ－ンカ－ドの提示があった選手全員とする。

フェア－プレ－賞(団体)： 賞状はなし 表彰式開催時に紹介する。

フェア－プレ－賞(団体)は年間を通し、チームに対しグリ－ンカ－ドの提示があったチ－ムとする。



⑪　開閉会式 開会式 開会式は行わない。 各会場にて試合を遂行する。

※移動等の負担軽減・安全性および時間短縮の為。

閉会式 閉会式は行わない。 各会場にて試合を遂行する。

移動等の負担軽減・安全性および時間短縮の為。

※鈴鹿市選手権大会組合せ抽選会時に返還式および表彰式を行うこととする。

⑫　審判 審判員は必ず試合開始前にエントリ－表のチェックを行い不備が無いか確認すること。

審判員は必ず試合後、本部に試合結果報告と審判報告書に必要事項を記入し審判カ－ド及び

エントリ－表(対象２チ－ム分)と共に提出すること。

その他気が付いたことがあれば審判報告書に記載してください。

⑬　その他 審判については異議・申立てをしない様にしてください。(ビデオ等の録画での判断は禁止)

参加選手の傷害については、各チームで対応してください。

（必ずスポーツ傷害保険に加入すること。）

参加するすべての人は各会場使用規則等に従い規律、マナーを重んじて行動してください。

各会場施設での事故等は当事者間で解決すること。(本部への報告義務あり)

雨天時の連絡は　６：３０　協議してLINEにて連絡いたします。

大会中において、審判員・会場責任者・大会役員に対し暴言あるいは不当な言動を取った指導者は

会場責任者(運営担当者含む)を通じて退場を命ずる。

その後の処置は規律委員会が決定をする。

各グラウンド使用ルールを厳守すること。違反の場合は没収試合、出場停止、該当者の出入り禁止の

処罰を行う。

大会中、問題点が発生した場合は以下に連絡、相談してください。

鼓白FC　中島080-3065-5602
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